
私
・
鈴
木
は
、
今
年
度
も
介
護

や
障
害
者
福
祉
、
子
育
て
支
援
な

ど
に
つ
い
て
審
議
す
る
厚
生
委
員

会
に
所
属
、
さ
ら
に
行
財
政
改
革

特
別
委
員
会
の
委
員
長
を
務
め

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
行
財

政
改
革
特
別
委
員
会
は
、
①
契

約
の
あ
り
方
②
財
政
（
歳
入
）

に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
調
査
・

研
究
を
行
い
ま
す
が
、
区
民
の

目
線
で
税
金
の
集
め
方
、
使
い

方
を
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
す
。

共
産
党
は
全
委
員
会
に
委
員

を
配
置
、
引
き
続
き
議
案
提
案

権
も
活
用
し
な
が
ら
公
約
実
現

の
た
め
に
頑
張
り
ま
す
。

<

各
会
派
構
成>

○
自
民
党
（
11
名
）

○
公
明
党
（
８
名
）

○
日
本
共
産
党(

７
名
）

○
民
主
品
川(

６
名
＝
民
主
５
＋
社
民
１
）

○
無
所
属
ク
ラ
ブ
（
４
名
）

○
無
所
属
の
会
（
２
名
）

○
生
活
者
ネ
ッ
ト
（
２
名
）

合
計
40
名
。
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５
月
25
日
、
臨
時
議
会
が
開
催
さ
れ
新
し
い
議
会
構
成
が
決
ま
り
ま
し

た
。
各
会
派
構
成
も
決
ま
り
、
７
名
の
共
産
党
区
議
団
は
第
３
党
で
す
。

福
祉
・
暮
ら
し
守
る
た
め
、
力
合
わ
せ
て
が
ん
ば
り
ま
す
。
ご
意
見
・
ご

要
望
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
議
会
傍
聴
に
も
ぜ
ひ
お
出
で
く
だ
さ
い
。

委員会
◎委員長
○副委員長 委員

総務委員会
◎林 宏
○武内 忍

菊地貞二 伊藤昌宏 原 浩三 浅野浩之
土井洋一 井桁敦子

区民委員会
◎川西絹子
○飯沼雅子

安藤泰作 鈴木真澄 渡辺裕一 山路良成
稲川貴之 渡部 茂

厚生委員会
◎松澤利行
○宮崎克俊

鈴木ひろ子 須藤安通 堺 直隆 山元敬
子

建設委員会
◎本多健信
○藤原正則

中塚 亮 石田秀男 三上博志 阿部祐美子
須貝行宏 井上八重子

文教委員会
◎若林広毅
○大沢真一

南 恵子 山内 晃 金野孝子 石田慎吾
西本貴子 市川和子

議会運営委員会
◎石田秀男
○堺 直隆
○南 恵子

宮崎克俊 菊地貞二 須藤安通 林 宏
大沢真一 若林広毅 武内 忍 土井洋一
本間 隆 須貝行宏

行財政改革

特別委員会

◎鈴木ひろ子

○鈴木真澄

飯沼雅子 中塚 亮 林 宏 原 浩三
山内 晃 武内 忍 金野孝子 阿部祐美子
石田慎吾 高橋慎司 市川和子

街づくり

特別委員会

◎山路良成

○本間 隆

南 恵子 安藤泰作 本多健信 石田秀男大
沢真一 渡辺裕一 山元敬子 浅野浩之
稲川貴之 須貝行宏 西本貴子

私
・
鈴
木
は
厚
生
委
員
・
行
革
特

別
委
員
会
（
委
員
長
）
・
国
民
健
康

保
険
運
営
協
議
会
委
員
を
務
め
ま
す

として



議
長
：
伊
藤
昌
弘
（
自
民
）

副
議
長
：
三
上
博
志
（
公
明
）

監
査
：
須
藤
安
通
（
自
民
）

土
井
洋
一
…
民
主

改
選
後
、
初
め
て
と
な
る
第
二
回

定
例
議
会
は
６
月
21
日
か
ら
始
ま
り

ま
す
。
共
産
党
区
議
団
は
公
約
実
現

に
向
け
て
現
在
質
問
準
備
中
で
す
。

皆
さ
ん
の
ご
意
見
、
ご
要
望
を
ぜ
ひ

お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

各
常
任
委
員
会
、
特
別
委
員
会
、

本
会
議
は
誰
で
も
傍
聴
可
能
で
す
。

ぜ
ひ
傍
聴
に
も
お
出
で
く
だ
さ
い
。

６月27日(水)午後6：30～
鈴木ひろ子事務所

中延2-11-7 ℡3783－8833

6.10平和パレード

「憲法守ろう・
住民税増税中止を！!」

怒りを声に、行動に。

６月10日（日）10時00分
旗の台公園集合（旗の台文化セン
ター・児童センター・保育園の隣）

＜コース＞
旗の台公園出発・ 旗の台商店街・

荏原町商店街・荏原町駅前・中通り・
昭和通り商店街・UFJ銀行前・大成会
館前・東中延公園で解散―どなたでも
参加できます。部分参加もOKです。

６／４ 月 総・区・厚・建・文５常任委員会１時から

５ 火 行革特別委員会１時から

６ 水 街づくり特別委員会１時から

２１ 木 第２回定例会本会議１時から

２２ 金 本会議１０時から

２５ 月 総・区・厚・建・文５常任委員会10時から

２６ 火 総・区・厚・建・文５常任委員会10時から

２７ 水 行革特別委員会10時から

２８ 木 街づくり特別委員会10時から

７／４ 水 本会議1時から

議会傍聴にお出かけください

知って良くする

品川区の介護保険
シンポジウム

６月12日（火）18：30～
中小企業センター３階大講習室

<シンポジスト>
ケアマネージャー・ホームヘルパー

区職員・区議会議員（私・鈴木が報告）

主催：品川社会保障推進協議会
品川の医療と介護をよくする会

「ご存知ですか？品川区の解体工事
住民説明会の義務付け」

私・鈴木は、2003年の予算委員会で、中原

街道沿いのスナムラ家具跡地や昭和通り栄湯

跡地のマンション建築扮装で、解体工事が近

隣住民に説明なく突然始まり、騒音、振動、

粉塵、さらにコンクリートの塊が落ちてきた

など筆舌に尽くしがたい苦痛を与えられ、体

調を崩した人も何人か出た問題を取り上げ、

説明会の義務化を求めました。さらに、2005

年の予算委員会で共産党・菊池議員が、アス

ベストが大量に使用された時代の建築物が解

体の時期を迎える危険性を訴え、早急に住民

説明会を義務付けるべきと求めてきました。

区は共に検討を約束。2005年8月31日、解

体工事の住民説明会を義務付ける「指導要綱」

が実現しました。

5月30日中延5丁目の解体説明会では…
業者が説明を義務付けられている内容につ

いての資料もなく、説明会を指導要綱に沿っ

てやり直すことになりました。

業者が説明しなければならないことは…
①解体建築物の用途・構造・規模及び近隣住

民との位置関係の概要
②工期、解体方法、作業範囲及び作業時間
③周辺への安全対策、騒音、振動、粉塵等に

対する公害防止対策
④資材、廃材等の搬出経路、工事車両の通行

経路、、歩行者等の安全対策
⑤近隣住民の財産損傷の対策
⑥アスベスト、ＰＣＢ、フロン等の有害物質

等の調査及び処理対策
⑦工事が周辺の生活環境に及ぼす影響と対策


